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議案第７号  

   指定重要文化財の指定について  

 次の文化財を新たに指定重要文化財に指定する。  

  平成 28 年２月５日提出  

                      横須賀市教育委員会  

                       教育長  青  木  克  明  

 文化財を新たに指定重要文化財に指定する。  

種別  名称  数量  所在地地番及び所有者  

民俗文化財  

（ 有 形 ） 
横須賀の職人道具  1,428 点  

深田台 95 番地  

横須賀市  

記 念 物 

（ 史 跡 ）  
大津古墳群  3,779.56 ㎡  

大津町３丁目 53 番１他  

横須賀市  

記 念 物 

（天然記念物）  
馬堀自然教育園  38,633.15 ㎡  

馬堀町４丁目 40 番２他  

横須賀市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 文化財保護条例第３条第１項の規定に基づき、指定重要文化財として指定す

るため  
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（参照）  

   文化財保護条例抜粋  

（定義）  

第２条  この条例で文化財とは、文化財保護法及び神奈川県文化財保護条例（昭

和 30年神奈川県条例第 13号）の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、

次に掲げるものをいう。  

（１）  有形文化財  建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書その他の有

形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体

をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。）並びに考古資料

及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。  

（２） 無形文化財  演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴

史上又は芸術上価値の高いものをいう。  

（３）  民俗文化財  衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民

俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移

の理解のため欠くことのできないものをいう。  

（４）  記念物  貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術

上価値の高いもの、庭園、橋梁、海浜その他の名勝地で芸術上又は観賞上価

値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生

地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）で

学術上価値の高いものをいう。  

（指定）   

第３条  教育委員会は、前条第１号及び第２号の文化財を指定重要文化財として、

同条第３号の文化財を指定重要民俗文化財として、同条第４号の文化財を指定

史跡、指定名勝又は指定天然記念物（以下「指定史跡名勝天然記念物」という。）

として指定することができる。  

２  前項の指定は、文化財の所有者、占有者又は保存に当たっている者（以下「所

有者等」という。）の申請によるほか、教育委員会が所有者等の同意を得て行

うものとする。  

３  教育委員会は、第１項の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当

該所有者等に通知し、かつ、指定書を交付しなければならない。  

 

 

 

 


